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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社はより開かれた会社になることを目指し、且つ経営に対する客観的な評価を市場より得たいと考え、2001年6月に株式を公開しました。株価と
いう客観的評価を一つの基準として事業運営に努めるとともに、正しい評価が得られるよう情報開示にも努力してまいりました。さらに、経営の透
明性を求めて、2004年11月に「委員会等設置会社」（現 指名委員会等設置会社）に移行し、社外取締役を過半数とした取締役会が執行役を監督

する緊張感のある経営の仕組みとし、よりよいコーポレート・ガバナンス体制の追求と確立に努めております。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は、「Shareholders as owners（所有者としての株主）」を基本としつつ、「各ステークホルダ

ーの利益の共通化」を実現することにあります。

即ち、顧客に対しては良い製品を適正な価格で提供することによる顧客満足（CS）の向上を追求して、売上・利益の増大を目指します。従業員（役
員を含む。）に対しては当社に適した優秀な人材の確保に十分な報酬及び成果の上げられる優良な環境・制度を提供し、従業員満足（ES）の向上
により的確で効率的な企業活動を目指します。また、これらを実現するために代表執行役はじめ全執行役が率先垂範して企業価値を向上させる
とともに各経営システムの確立に努力します。

一方、株主総会により選任された取締役で構成する取締役会は基本を決定し、執行の方向性に誤りがないかを監督し、執行役を評価します。この
ガバナンスを通して株主利益の増大を目指し株主満足（SS）を獲得します。

ここで重要なポイントは「各ステークホルダーの利益の共通化」を実現することにあります。利益の共通化とは、顧客の利益は従業員・株主の利益
であり、従業員の利益は顧客・株主の利益であり、株主の利益は顧客・従業員の利益となることです。ガバナンスの基本は，執行役の独走を防止
するとともに、一方のステークホルダーの利益が他のステークホルダーの損失となることを防止することにあると当社は考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 1-2-4 議決権の電子行使のための環境づくり、招集通知の英訳】

当社は、海外投資家比率等を勘案し、現時点で議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は対応しておりません。今後海外投
資家の比率が高くなった段階でその必要性について検討してまいります。

【補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供】

当社は、財務諸表、会社案内及びホームページ等の一部情報について英語での開示・提供を行っております。その他の情報については、今後海
外投資家の比率が高くなった段階で検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」（以下「基本方針」）をという。）を策定し、当社ホームページに掲載しております。

【原則 1-4 政策保有株式】

政策保有株式及び政策保有株式に係る議決権行使に関する方針については、基本方針「第5条（株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決
権行使に関する基本方針）」に記載しております。

【原則 1-7 関連当事者間の取引に係る適切な手続、枠組みの開示】

関連当事者との取引を行う場合の手続きについては、基本方針「第6条（行動規範及び利益相反）」に記載しております。

【原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて、自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、適切な資質を持っ
た人材を担当部署に配置するとともに、各種セミナーへの参加等を通じて人材育成に努めております。

また、規則に基づく運用機関の選定及びモニタリングを通じて、年金資産の価値向上に取り組んでおり、随時、運用機関より必要な情報の入手及
び定期報告を受ける体制としております。

【原則 3-1 情報開示の充実】

１．会社の目指すところ（経営理念等）

当社グループの活動の基礎となる経営理念及び経営戦略については、当社ホームページ「経営方針」及び「決算説明会資料」に記載しておりま
す。

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「1.1.　基本的な考え方」に記載しております。

３．取締役会及び執行役の報酬決定の方針と手続

報酬委員会が取締役会及び執行役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書「2.2.（4）報酬決定について」及び基本方針
「第25条（取締役及び執行役の報酬等）」に記載しております。

４．取締役候補の選解任を行うにあたっての方針と手続き

指名委員会が取締役候補者を選解任するための方針及び手続きについては、基本方針「第14条（取締役の資格及び選解任手続）」に記載してお
ります。



５．代表執行役兼務者を含む各取締役候補の選任理由

代表執行役兼務者を含む各取締役候補の選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則 4-1-1 執行役に対する委任の範囲】

取締役会が定める執行役に対する委任の範囲については、基本方針「第10条（取締役会の役割）」に記載しております。

【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社が定める独立社外取締役の独立性に関する基準については、基本方針「第13条（取締役会の構成）」に記載しております。

【補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、基本方針「第14条（取締役の資格及び選解任手続）」に記載しております。

【補充原則 4-11-2 社外取締役の兼任状況】

社外取締役の兼任状況については、本報告書「2.1【社外取締役に関する事項】会社との関係(2)」に記載しております。

【補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性に関する分析・評価】

当社は、企業価値の向上を目指した経営を推進するため、平成27年度より年1回「取締役会・委員会評価」を行っております。

当社の取締役会は、客観的な立場から執行役の業務執行に対して、適切な監督を行うことを主眼に取締役会の実効性を確認するため、当社のす
べての取締役を対象に質問票への回答をもって自己評価を行い、さらに第3者の外部機関より参考意見を聴取し、その結果について、取締役会に
て全取締役が活発に意見を述べ、議論を行いました。

その結果、当社取締役会及び指名・報酬・監査の各委員会は、株主への適時かつ正確な情報開示については、各ステークホルダーを意識した監
督がなされ、内部統制などのリスク管理体制もある程度できていること、また、社外取締役が過半数の取締役会の構成がうまく機能し、透明性、公
正性を担保した意思決定がなされていることを確認しました。一方で一部の取締役からは、具体的な経営戦略や経営計画が十分に議論されてい
るとは言えず、共有化も十分ではなく、経営戦略は絞り込むことも必要ではないか等の意見も提示されました。

今後は当社の企業価値向上を目指した経営を推進させるため、今回の取締役会・委員会の実効性評価結果及びそのプロセスの中で出た意見を
踏まえて、継続的に取締役会・委員会の機能向上に取り組んでまいります。

【補充原則 4-14-2 取締役に対するトレーニング方針】

取締役に対するトレーニングに関する基本方針については、基本方針「第20条（取締役の研鑚及び研修）」に記載しております。

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取り組みに関する方針については、基本方針「第26条（株主との対話）」に記載しておりま
す。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

マニックス株式会社 3,900,000 11.89

松谷技研株式会社 1,890,000 5.76

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,876,200 5.72

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,239,400 3.78

松谷 貫司 1,068,000 3.26

松谷 正光 1,030,800 3.14

松谷 正明 904,300 2.76

株式会社正光 780,000 2.38

ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＳＥＣ ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／ ＪＡＳＤＥＣ／ ＡＢＥＲＤＥＥＮ ＧＬＯＢ

ＡＬ ＣＬＩＥＮＴ ＡＳＳＥＴＳ
730,000 2.22

野村信託銀行株式会社（投信口） 642,400 1.96

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

（1）上記【大株主の状況】は平成30年８月31日現在の状況を記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部



決算期 8月

業種 精密機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 7名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数 4名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

酒井　清 他の会社の出身者 △

柾　智子 弁護士

森川道男 他の会社の出身者

松田道春 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名

所属委員会
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会



酒井　清 　 　 ○ ○

酒井清氏は、株式会社リコーの出身者で

あり、同社より一般事務用品購入の取引

関係がありますが、当該取引金額は僅少

(連結売上高の0.5%未満)であり、同氏の独
立性に影響を与えるものではありません。

会社役員及び研究開発・経営企画の統括を務
めた豊富なビジネス経験と幅広い知識を当社
の経営に活かすとともに、社会的公正な決定
及び経営監督の実効性向上を実現し、主として
会社役員経験者及び研究開発・経営企画の統
括経験者の見地から、当社取締役会の適切な
意思決定の確保につながるものと判断したた
め。また、当社及び執行役との利害が全くない
社外取締役であり、一般株主との利益相反が
生じる恐れがないと判断し独立役員に指定して
おります。

柾　智子 　 ○ ○ ○ ―――

弁護士としての豊富な経験と労働問題などに
関する高度な専門知識を当社の経営に活かす
とともに、社外取締役として、社会的公正な決
定及び経営監督の実効性向上を実現し、主と
して法律及び多様性の見地から、当社取締役
会の意思決定の妥当性及び適正性の確保に
つながるものと判断したため。また、当社及び
執行役との利害が全くない社外取締役であり、
一般株主との利益相反が生じる恐れがないと
判断し独立役員に指定しております。

森川道男 ○ ○ 　 ○ ―――

会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた
豊富なビジネス経験と経営手法などの幅広い
知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締
役として、社会的公正な決定及び経営監督の
実効性向上を実現し、主として会社役員経験者
及び生産・研究開発の統括経験者の見地か
ら、当社取締役会の適切な意思決定の確保に
つながるものと判断したため。また、当社及び
執行役との利害が全くない社外取締役であり、
一般株主との利益相反が生じる恐れがないと
判断し独立役員に指定しております。

松田道春 ○ 　 ○ ○ ―――

大手監査法人で長年パートナーを経験した公
認会計士としての豊富な経験と会計に関する
高度な専門的知識を当社の経営に活かすとと
もに、社外取締役として、社会的公正な決定及
び経営監督の実効性向上を実現し、主として会
計の見地から当社取締役会の適切な意思決定
の確保及び内部統制システムの強化につなが
るものと判断したため。また、当社及び執行役
との利害が全くない社外取締役であり、一般株
主との利益相反が生じる恐れがないと判断し
独立役員に指定しております。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

指名委員会 3 0 1 2 社外取締役

報酬委員会 3 0 1 2 社外取締役

監査委員会 3 0 0 3 社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数 7名

兼任状況

氏名 代表権の有無
取締役との兼任の有無 使用人との

兼任の有無　 指名委員 報酬委員

高井壽秀 あり あり × × なし

高橋一夫 なし あり × × なし

高瀬敏之 なし なし × × なし



齊藤雅彦 なし なし × × なし

村田英一 なし なし × × なし

高橋照男 なし なし × × なし

松本英夫 なし なし × × あり

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助すべき使用人は、監査委員会室が担当しております。なお、監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する社内規程

を以下のように定めております。また、監査委員会の職務を補助すべき取締役はおりません。

１．監査委員会室に転入する使用人については、あらかじめ監査委員会の同意を要する。また、監査委員会室より転出する使用人ならびにその

転出先については、あらかじめ監査委員会の同意を要する。

２．人事考課については、あらかじめ監査委員会の同意を要する。

３．給与の改定については、あらかじめ監査委員会の同意を要する。

４．執行役の配慮義務については、監査委員会の職務を補助すべき使用人が、その職務を遂行する上で不当な制約を受けることがないよう配慮

する。また、監査委員会の職務を補助すべき使用人は、その職務を遂行する上で不当な制約を受けたときは、監査委員会又はあらかじめ監査委

員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができる。さらに、監査委員会の職務の補助に関しては執行役の指揮

命令権は及ばない。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査委員会は年５回、会計監査人との会計監査に関わる確認（監査計画、監査体制、監査実施状況、内部統制システムの状況等。）や、その他
の監査に関する情報、意見交換を実施しております。

内部監査部門は、内部監査人室が担当しており、監査委員会との意見交換（監査計画、監査体制、監査実施状況、内部統制システムの状況
等。）を年数回程度実施しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

１．業績連動型報酬制度については、執行役を対象とした「業績連動報酬支給基準」を作成し、連結営業利益の「直近過去２期平均比達成度」、
「過去最高期比達成度」により支給額を決定しております。年間連動報酬は業績により、月額報酬の0～10 ヶ月分であります。

２．その他、平成19年12月より、パフォーマンスユニット制度を運用しています。これは、ストック・オプションに代わる新たなインセンティブとして、３
年後の売上、営業利益、株価の目標値を定め、達成の度合いに応じて報酬を支払うものであります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役・執行役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

（個別の執行役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

個別報酬の開示はしておりませんが、社内取締役、社外取締役、執行役の区分で総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

（1）基本方針

当社は、「企業価値向上のための当社に適した人材の確保に必要な報酬水準」を基本方針とし、「企業価値向上のための当社に適した取締役及
び執行役の確保に必要な報酬水準を設定するとともに、インセンティブを付与する報酬体系を構築し、透明で適正な運用を行うことにより、当社の
業績向上に資する」ことを報酬委員会の役割としております。

（2）取締役報酬に関する方針

取締役報酬は、基本報酬により構成しております。基本報酬は委任する仕事量相当額とし、役員退職慰労金制度は設けておりません。また、執行
役を兼務する場合は、取締役としての報酬は支給しておりません。

（3）執行役報酬に関する方針

執行役報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成しております。基本報酬は当社経営環境・他社水準などを考慮して仕事に打ち込むに必要且
つ十分な額としております。業績連動報酬は、営業利益に関する複数の評価指数の達成度に応じて支給しております。また、執行役の退職に際し
ては、役職退職慰労金を支給しております。

（4）インセンティブプラン

取締役及び執行役に対し、インセンティブプランとして、パフォーマンスユニット制度を設定しております。この制度は、役職・職責に応じて報酬委員
会において審議決定しております。

（5）透明性の確保

透明性を確保するために、取締役及び執行役の個人別の報酬については開示基準に則り開示しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役を補佐する担当セクションは、経営管理部企画課が行っております。担当内容は、社外取締役への事前の会議議案の配信（これは

主に取締役会議長が行っておりますが、議長が留守の場合等。）及び事後に会議議事録等の配信、その他必要な情報伝達を主に電子メールに

て行っております。また、各執行役は、出張報告や重要リスク、コンプライアンスに関する重要な報告事項がある場合等、必要に応じて配信する

ようにしております。取締役会において、議長及び執行役を兼務する取締役は、議案内容について時間をかけて詳細に説明し、社外取締役が理

解した上で審議できる体制を取っております。会議資料についてもほとんどの部分を事前に電子メールにて配信し、取締役会の効率アップと活発

な意見交換を実現しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

松谷貫司 名誉最高顧問

執行役会又は取締役会又は社長
又は取締役会議長又は（指名・報
酬・監査）委員会が要望し、本人の
了解が得られた場合には、以下の
任務を行う。

(1)特定依頼事項への意見表明

(2)専門的な事項の勉強会・講義

(3)「取締役会のあるべき姿」等に
関するフリートーキングへの出席と
意見表明

(4)社外取締役候補者の提案

(5)業界又は社会貢献のための活
動

(6)上記以外の事項

非常勤

無報酬
2010/11/22 20年



松谷正光 名誉特別顧問

執行役会又は取締役会又は社長
又は取締役会議長又は（指名・報
酬・監査）委員会が要望し、本人の
了解が得られた場合には、以下の
任務を行う。

(1)特定依頼事項への意見表明

(2)専門的な事項の勉強会・講義

(3)「取締役会のあるべき姿」等に
関するフリートーキングへの出席と
意見表明

(4)社外取締役候補者の提案

(5)業界又は社会貢献のための活
動

(6)上記以外の事項

非常勤

無報酬
2005/11/28 15年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

・当社に相談役制度はありませんが、取締役会が定める「名誉顧問等選任基準及び任務」に基づき、元代表執行役等を名誉顧問（「名誉最高顧
問」、「名誉特別顧問」、「名誉顧問」、以下各役職を総称して「名誉顧問」という。）に選任する場合があります。

・当社は、経営の意思決定及び業務執行は会社法上の忠実義務を負い、各ステークホルダーにその活動や責任が明らかとなる者によってのみ行
われるべきと考えており、当社の名誉顧問（無報酬・無権限）は経営に一切関与しておりません。

・松谷貫司氏の「元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等」における「社長等退任日」には、代表執行役退任日（名誉顧問就任は2018
年11月21日）を記載しております。

・松谷正光氏の「元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等」における「社長等退任日」には、代表執行役退任日（名誉顧問就任は2013
年11月22日）を記載しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1)業務執行について

・業務執行に関する意思決定機関として、「執行役会」を設置し、年間スケジュールに従い、毎月１回以上年間約20回開催しております。また、執
行役は主に執行役規程（取締役会が権限を委譲した事項を含む。）及び職務権限規程に従い、業務を適正に行っております。

（2）監査・監督について

・取締役会は、社内取締役3名と社外取締役4名の合計7名（男性6名、女性1名）で構成されております。取締役会及び各種委員会は、取締役及び
執行役に定期的又は必要に応じ随時、報告を義務づけ、それにより会議で適正に審議等を実施しております。特に執行役に対しては、四半期決
算毎に取締役会に業務報告書を提出させ、それを基に執行役と取締役会の面談報告会を行って、各執行役の執行状況を把握し評価しておりま
す。

・監査委員会は、社外取締役３名で構成され、委員長は弁護士が務めており、年間スケジュールに従い年約13 回の開催を予定しております（監査

委員会の実地監査についてはこの回数以外に実施しております）。また、適切な監査・監督が実行できるよう専門性にも考慮し、その他の委員に
は社外取締役である会社役員経験者、公認会計士を選任しております。

・監査委員会においては「監査方針」を作成し、これを毎期見直し、運用しております。また、重要な会議の議事録の閲覧のほか、取締役及び執行
役等からその職務の執行に関する事項の報告を聴取し、重要な決裁書類等の閲覧や業務及び財産の状況を調査しております。さらに適宜、監査
委員長から各執行役へ質問状を送付し、それに回答を求めて業務の監査を行うとともに、各執行役に対してコンプライアンス及びコーポレート・ガ
バナンス上の注意を促しております。子会社についてもその業務及び財産の状況を調査（海外現地調査を含みます。）し、コンプライアンス及び
コーポレート・ガバナンス上の注意を促しております。また、会計監査人と監査の方針・方法について打合せを行い、実施状況、監査結果につき、
説明・報告を受け意見交換を実施するとともに、連結計算書類、計算書類及び附属明細書、事業報告、内部統制システム等につき検証しておりま
す。

・監査の組織として監査委員会室（人員１名）を設置し、監査委員会の独立性を確保するため、監査委員会の職務を補助すべき事務局の業務を執
行役から独立して担当させております。さらに監査機能を高めるため、内部監査人室（人員２名）が独立した立場で監査を行い、その結果について
は、随時監査委員会へ報告するなど連携を図っております。

・当社の会計監査人は有限責任あずさ監査法人であり、当社の会計監査を行う指定有限責任社員・業務執行社員は、福田厚、筑紫徹、佐伯哲男
の３氏であります。なお、継続監査年数については、全員７年もしくは５年以内であるため、記載を省略しております。

※同監査法人は、公認会計士法及び日本公認会計士倫理規則に準拠した同法人内部規定による業務執行社員の交替制度（筆頭業務執行社員
は最長５年、その他の業務執行社員は最長７年。）を導入しております。

（3）取締役候補者の指名について

・取締役候補者の決定は、指名委員会が行っており、年間スケジュールに従い年約13 回の開催を予定しております。

・指名委員会は、社内取締役１名と社外取締役２名で構成され、委員長は社外取締役である公認会計士が務めております。また、多角的な見地
から取締役の指名を行うため、その他の委員には社内取締役である取締役会副議長、社外取締役である会社役員経験者を選任しております。

・指名委員会においては、「取締役候補者選考に関する基準」「取締役解任議案付議基準」を作成し、これを毎期見直し、運用しております。また、
社外取締役の選任に関しては、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定め、原則就任６期を超える者を次期社外取締役候補者に選任
しないこととしております。

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

当社は、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなす。

１．過去10年間において、当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行取締役・執行役・従業員（以下、「業務執行者」とい
う。）であるまたはあった場合

２．過去５年間において、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループまたは当社グループの主要な取引先である連結企業グループの
業務執行者であるまたはあった場合



※主要な取引先とは、その取引額が、当社グループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。

３．過去５年間において、当社グループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受
けていた場合

４．過去５年間において、会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合

５．過去５年間において、当社グループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合

６．当社の議決権の10％以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合

７．過去５年間において、配偶者又は２親等以内の親族が、上記（１）～（６）のいずれかの要件に該当する場合

８．当社グループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合

９．その他の重要な利害関係が当社グループとの間にある場合

10．会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合

（4）報酬決定について

・取締役及び執行役の個人別の報酬等は、報酬委員会が決定しており、年間スケジュールに従い年約13 回の開催を予定しております。

・報酬委員会は、社内取締役１名と社外取締役２名で構成され、委員長は会社役員経験者が務めております。また、適正かつ合理的な報酬制度
の運用・検証を行う見地から、その他の委員には社内取締役である取締役会副議長、社外取締役である弁護士を選任しております。

・報酬委員会においては、「取締役及び執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針」を作成し、これを毎期見直し、運用しております。

（5）社外取締役の役割・機能について

・当社の社外取締役は、当社及び代表執行役を含む全執行役との利害が全くなく、法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な経験
と幅広い知識を当社の経営に活かすとともに社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会の一層活性化する役割を担っておりま
す。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社が指名委員会等設置会社形態を採用している理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針、即ち顧客満足（CS）、従業員
満足（ES）、株主満足（SS）の向上を追求し、「各ステークホルダーの利益の共通化」を実現するためであります。利益の共通化とは、顧客の利益
は従業員・株主の利益であり、従業員の利益は顧客・株主の利益であり、株主の利益は顧客・従業員の利益となることです。ガバナンスの基本
は、執行役の独走を防止するとともに、一方のステークホルダーの利益が他のステークホルダーの損失となることを防止することにあると当社は
考えております。そのため、当社は迅速かつ的確な意思決定制度と、適切な内部統制システムを構築し、さらに経営の透明性を図るべく、独立性
を保てる社外取締役を選任し、必要情報を積極的に開示しております。

旧監査役設置会社形態の時と比較し、監督と執行を分離した体制の運用により、この基本的な方針が達成されていると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができる
ようにするため、法定期日前に招集通知を発送するとともに、発送日前に当社ホームペー
ジに招集通知を掲載しております。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は８月末日決算であり、集中日そのものがありません。

その他

株主総会後に、株主と会社との意見交換会を実施し、株主への当社の理解度アップに努
めております。また、当社は８月決算であるため開催日が集中日になることはありませ
ん。さらに開催場所を主要駅近くのホテルにする等、より多くの株主の出席ができる環境
を実現しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
定期的ではありませんが、都度、日本証券アナリスト協会主催及び証券会社
主催の個人投資家説明会などに積極的に参加し、当社のＩＲの活動の幅を広
げると共に、個人投資家の増加促進に努めております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

代表執行役社長は、アナリスト協会において会社説明会を年２回（第２四半
期、期末）に実施しております。また、執行役による機関投資家への投資家訪
問も同時期に実施しております。説明用のIR資料は、パワーポイントで作成し、
グラフ、図表、写真等を使用し、聞き手が理解できる資料作りに努めており

ます。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページには、適時開示情報をはじめ、決算財務情報（一部英文
も作成。）、決算説明会資料、同Q&A、有価証券報告書、四半期報告書、株主
総会Q&A、事業報告書、決算短信、四半期決算短信などを掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当部署は経営管理部企画課が、IR事務連絡責任者は最高財務責任者
が、それぞれ担当しております。

その他
株主総会後に株主と会社との意見交換会を実施し、株主への当社の理解度
アップに努めております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
ISO14001（環境）、OHSAS18001（労働安全衛生）の認証を取得し、当社のホームページで
は、環境への取り組みとして、公開しております。また、株主優待品として日本赤十字社
への寄付を選択できる制度を設けております。

その他
当社は、個々の能力を最大限に発揮できる魅力的な職場環境の実現を目指し、出産・育
児・介護等、様々なライフスタイルに合わせた働き方を支援する勤務形態を導入しており
ます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役及び執行役の経営幹部が有効な内部統制を構築し充実していくことが、経営の健全性を高めコーポレート・ガバナンスの体制維持と企業
価値の向上につながると認識しております。その実行のため、リスク管理を重視した体制を作り、社内規程の整備及び法令等の順守（コンプライア
ンス）体制と有効性を確認する内部監査などを重要視しております。

なお、内部統制システムの整備状況については以下の体制を構築しております。

（１）当社の執行役及び使用人ならびに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループの経営基本方針にある「順法精神」及び行動規範にある「Integrity（誠実さ）」を全社朝礼等で繰り返し伝えることにより、法令順守を
あらゆる企業活動の前提とすることを当社グループ社員に徹底する。また、子会社の規模及び業態等に応じて「内部通報制度運用規程」、「内部
監査規程」、「職務権限規程」を整備し、運用管理する。さらに、コンプライアンス体制については、「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライ
アンス・マニュアル」を制定し、そのマニュアルについて研修を実施する。

（２）当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

執行役の職務遂行に係る情報を文書（電磁的媒体・電子メールを含む。）で保存する。取締役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。また、
「執行役規程」、「書類管理規程」により運用管理する。

（３）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

危機管理担当執行役を選任し、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理するため、適切な情報伝達と緊急体制を整備する。各部門所
管業務に付随するリスク管理は担当部門が行う。また、「内部通報制度運用規程」、「内部監査規程」、「海外子会社安全確保規程」、ISO13485（品
質）、ISO14001（環境）、OHSAS18001（労働安全衛生）における危機管理関係規定等により運用管理する。

（４）当社の執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「取締役会規程」、「執行役規程」により運用管理する。また、代表執行役社長は、執行役部長会審議、取締役会審議承認を経て事業年度毎に当
社グループ全体の方針目標を定め、それを各執行役及び各部長に伝達し、各部長、各課長及び子会社関係者は、その目標（予算を含む。）達成
のために「職務権限規程」等の社内規定に従い各部門の具体的目標を立案し、効率的な達成の方法を定める。それを執行役部長会が定期的に
進捗をレビューし、また取締役会が業務チェック（法令順守・業務効率）を実施し、改善を促すなど、全社的な業務の効率化を実現する。

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への
報告に関する体制

当社グループ各社間での情報の共有化・指示・伝達等は常時電子メールにより行い、子会社の財務状況その他の重要な情報については、当社
へ定期的な報告を義務づける。また、当社及び子会社から成る企業集団の機能又は業務区分毎に、それぞれの責任を負う執行役を任命し、法令
順守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任をこれに与え、本社の内部監査人室及び監査委員会が主体となる内部監査を適時実施し、内部
統制の改善策の指導、支援を行う。また、「執行役規程」、「関係会社管理規程」、「内部監査規程」により運用管理する。

（６）当社監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

「監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する規程」により運用管理する。

（７）前号の使用人の当社執行役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査委員会の職務を補助すべき使用人の人事考課ならびに転入及び転出は監査委員会の事前同意を要するものとし、当該使用人が職務を執
行するうえで不当な制約を受けることがないよう配慮する。また、監査委員会の職務を補助すべき使用人は、他部署を兼務せず、専ら監査委員会
の指揮命令に従う。また、「監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する規程」により運用管理する。

（８）当社の取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人、ならびに子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から
報告を受けた者が当社の監査委員会に報告するための体制

当社グループ社員は、当社監査委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。また、法令等
の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査委員会に対して報告を行
う。さらに、当社の内部監査人室は、定期的に当社監査委員会に対して報告を行い、当社グループにおける内部監査の状況等を報告する。また、
「監査委員会に対する報告に関する規程」により運用管理する。

（９）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社の監査委員会へ報告を行った当社グループ社員に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グルー
プ社員に周知する。また、子会社の規模及び業態等に応じて「内部通報制度運用規程」を整備し、運用管理する。

（10）監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係
る方針に関する事項

監査委員がその職務の執行について、当社に対して費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が監査委員会の職務の
執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

（11）その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査委員会は、必要に応じて取締役会毎に報告し、意見交換をする。また、監査委員は、執行役からの四半期毎の報告を取締役会で聴取する。
監査委員には会社役員経験者、弁護士、公認会計士等を選任し、監査業務に関し適正な運営を担保する。さらに、関連する規程「監査委員会規
程」、「監査委員会に対する報告に関する規程」、「執行役規程」により運用管理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会や市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係
企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力との関係を一切遮断し、反社会的勢力排除のた
め、以下の内容の体制整備を行っております。

(１)反社会的勢力対応部署の設置

不当要求防止責任者は人事総務部長、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合の対応部署は人事総務部総務課としております。



(２)反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立

外部専門機関や他企業等との間で情報交換を行い、収集した反社会的勢力に関する情報を一元的に管理するとともに、各業務執行部門は、取
引先に対する反社会的勢力調査を実施し、反社会的勢力との関係遮断に努めております。

(３)外部専門機関との連携体制の確立

反社会的勢力による不当要求等に対しては、外部専門機関（全国暴力追放運動推進センター、公益財団法人栃木県暴力追放県民センター及び
警察署等。）と連携し、組織として対応するとともに、外部専門機関が主催する研修に積極的に参加しております。

(４)反社会的勢力対応マニュアルの策定

「反社会的勢力対策規程」により運用管理するとともに、反社会的勢力排除についての一連の考え方やルールを社員全員に周知徹底するため、
「コンプライアンス・マニュアル」を整備し、社内研修を実施しております。

(５)暴力団排除条項の導入

反社会的勢力が当該取引の相手方となることを拒絶する旨、当該取引が開始された後に相手方が反社会的勢力であると判明した場合に契約を
解除し、その相手方を取引から排除できる旨の条項を取引契約書等に盛り込んでおります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

当社は、適時開示規則その他関係諸法令を順守しつつ、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開
示することを基本として、迅速にディスクローズできる体制を構築しております。また、情報取扱責任者は最高財務責任者、開示担当部署は経営
管理部が担当しております。

（１）決定事実に関する情報　

決定事実は、原則として取締役会または業務執行に関する意思決定機関である執行役会において決定しております。経営管理部は取締役会及
び執行役会の付議事項を予め入手し、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討するとともに、該当があれば直ちに開示資料を作成し、取締
役会または執行役会の承認を得て、速やかに開示しております。なお、当該取締役会には監査委員（取締役兼務）、執行役会には監査委員会室
長が出席するとともに、開示資料の作成にあたっては、必要に応じて事前に顧問弁護士からアドバイスを受ける等適切な情報開示に努めておりま
す。

（２）発生事実に関する情報

重要事実が発生した場合は、社内各部から最高財務責任者及び経営管理部に情報が集約されます。経営管理部は事実を確認し、直ちに開示資
料を作成するとともに、最高財務責任者の承認を得て、速やかに開示しております。

（３）決算に関する情報

経営管理部が決算開示資料を作成し、会計監査人による確認を経て、執行役会及び取締役会の承認を得て、速やかに開示しております。なお、
当該取締役会には監査委員（取締役兼務）、執行役会には監査委員会室長が出席しております。


